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カワウ被害対策強化の考え方

カワウの生息域が拡大するとともに漁業被害が深刻化

平成26年４月23日、カワウ被害対策強化の考え方（環境省、
農林水産省）を公表

➢ ねぐら等で無計画に駆除や追い払いを行うと、群れが分散し新たなねぐ
ら等を作り、分布拡大や個体数増加を生じ、結果的に被害が拡大する可
能性。

➢ このため、被害を与えるねぐら等を把握し、そのねぐら等の個体数管理
と被害地での被害防除活動を組合せながら計画的に進めることが必要。

【現状と課題】

【目標】

➢ 被害地から半径15㎞以内のねぐら等を中心として、ねぐら等の管理やそ
れを利用するカワウの個体数を管理して、被害を与えるカワウの個体数
を10年後（令和５年度）までに半減させることを目指す。

目標達成に向けて、都道府県単位での被害状況の把握と被害対策の計画作成
を推進するとともに、被害状況を踏まえ、広域連携による被害対策を推進。



カワウ被害対策の進め方（基本的な考え方）

Ⅰ．進め方

状況把握 県内のカワウのねぐら・コロニー
の位置や個体数の把握

話し合いの場づくり 漁協、自然保護団体、県庁、市町
村等の話し合いの場づくり

計画づくり 個体群管理と被害対策のための計
画づくり

計画に基づく対策

Ⅱ．被害を与えるカワウの数を減少させることが目標

個体数を削減する取組

ねぐら等が作られる場所をコントロールする取組

被害を受けている漁場や養殖場等に飛来するカワウ数削減

※県内に生息するカワウ全体数を削減するものではない

Ⅲ．計画的な取組が重要

ねぐら等を無計画で攪乱すると、ねぐら等の分散を招き、
被害を拡大させることもある

➢ カワウの特性を全ての関係者が理解した上で
➢ 県域全体のカワウの生息状況や被害状況を踏まえた効

果的な被害防止の取組計画を策定
➢ その取組手順に従って、関係者がそれぞれの役割を果

たしていく
ことが重要

Ⅳ．順応的管理

カワウ被害対策は、歴史が浅く、技術的にも確立してい
ないことから、入念に計画を作っても、期待した成果が

得られないこともあり得る

➢ 効果を随時検証し、計画内容を随時見直していく順応
的管理が必要

※モニタリング結果に対し科学的な評価を加えるカワウ専門家の助言
を踏まえた科学的な管理が重要



カワウ被害対策の進め方（フォローアップ①）



カワウ被害対策の進め方（フォローアップ②）

注：R４年６月更新



内水面漁場・資源管理総合対策事業 【令和４年度予算概算決定額 825（825）百万円】



内水面水産資源被害対策事業（補助事業交付ルート）

水 産 庁

○ 事業効果検証体制等構築検討 【定額】

・広域的に実施するカワウ・外来魚対策等が、ＰＤＣ
Ａサイクルに基づき円滑かつ効果的に遂行される
ための必要な調査・検証
・内水面漁業者等に対する指導・助言及び講習会
の開催
・ブロック間の事業計画に関する企画調整・情報交
換等

○ カワウ緊急駆除対策 【定額】
・緊急的・広域的に行う内水面水産資源に食害等を及ぼすカワウ
等の生息状況等調査等
・産卵巣へのドライアイス投入等による繁殖抑制や銃器による鳥
類の集中的な狩猟等による捕獲駆除

〇 広域連携カワウ被害防止対策 【1/2】
・防鳥機器の設置、人的追い払い等により、カワウ等の有害鳥獣
による被害の防除等

〇 広域連携外来魚被害軽減対策 【1/2】
・漁具、電気ショッカー等を使用した外来魚の捕獲駆除、産卵床
の破壊等
・本事業により捕獲駆除された外来魚の回収、処理

○ 生態系の保全に係る実践活動 【1/2】
・内水面利用者や地域住民の内水面生態系の保全・復元につい
ての理解と協力を促進するための啓発普及活動
・魚道等の機能維持、天然産卵床の機能維持活動といった内水
面水産資源の生育環境改善の取り組み等の実践活動

ブロック事業実施協議会（６つ）
北海道・東北、中央、東海、
近畿・北陸、中国、四国・九州

全国内水面漁協同組合連合会
（全国団体）

【補助率】
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カワウ対策の実施状況

※

※平成24年から平成26年はデータが無いため省略している。

内水面漁業者によるカワウの駆除数カワウ被害対策を行う内水面漁協数

マス類
32%

アユ
24%

ウグイ・オイ

カワ
22%

フナ
7%

ワカサギ
2% その他

13%

魚種毎のカワウによる捕食の割合
（山梨県内で４月～６月に捕獲されたカワウ胃内容物組成）

出典：山梨県水産技術センター調査

アユをはじめとする内水面の水産
資源を大量（１日に５００ｇ）に捕食。

R3年度、カワウ被害対策を行う
内水面漁協数の割合は全体の約48％



➢ 飛来数調査に参加する漁協の増加と習熟度の向上により飛来
数調査の精度は向上してきた。

➢ 一方で、飛来数調査を実施できていない、もしくは実施して
いても調査精度が十分でない漁協もあり、引き続き精度向上
に努めていく必要がある。

被害を与えるカワウの個体数 ①

➢ 被害地から半径15㎞以内のねぐら等を中心として、ねぐら
等の管理やそれを利用するカワウの個体数を管理して、被害
を与えるカワウの個体数を10年後までに半減させることを
目指す。

カワウ被害対策強化の考え方

現 状

飛来数調査の精度が十分に習熟するまでは、
暫定的に全国レベルの被害を与えるカワウ個体数を推計



被害を与えるカワウの個体数 ②

平成30年度における全国のカワウ生息地図

ねぐら・コロニー
の生息数

1000羽以上 1000羽未満

平成27年 4.1 31.5

平成28年 3.9 28.1

平成29年 0.4 39.1

平均値 2.8% 32.9%

推定に使用したカワウの河川への飛来割合

➢ 海沿い20㎞
海から20㎞圏内に位置するねぐらコロニーに生息する全個体数に対して、内水面漁場へ飛来する比

率を乗じる。
➢ 内陸

海から20㎞超の内陸に位置するねぐらコロニーに生息する全個体数をカウント

推計方法

※ねぐら等の生息調査において把握・集計されていないねぐら等があることに留意。



31000
26000

20000
25000 26000

39000

12000

12000

12000

11000 11000

12000

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

H27 H28 H29 H30 H31 R2

被
害
を
与
え
る
カ
ワ
ウ
の
個
体
数
（
羽
）

被害を与えるカワウの個体数の経年変化

内陸 沿岸

被害を与えるカワウの個体数 ③

個体数の推計結果（暫定値）

※総生息数は、海沿い20㎞及び内陸における生息数の合計値。

▶カワウの生息数、被害を与えるカワウの個体数ともに、平成29年度をボトムにリバウンド傾向にある。

▶その原因としては、内陸部での生息数が増加したことがあげられる。
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被害を与えるカワウの個体数 ④

地域別の被害を与えるカワウ個体数の推計結果（暫定値）その１

▶平成30年度以降、中部・近畿地方の内陸部での個体数の増加が顕著である。

▶中部近畿での個体数の増加は、滋賀県内における生息数の増加が原因と考えられる。

九州

中国四国

中部近畿

関東

東北

７割が滋賀県
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▶中部近畿は増加傾向。またどの地域でもR2年度の個体数は前年と比較して増加。

▶中国四国、九州地方はH27年以降と比較して、大幅に減少
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地域別の被害を与えるカワウ個体数の推計結果（暫定値）その２

※縦軸は被害を与えるカワ
ウ個体数（羽）である。



【参考】被害を与えるカワウによる捕食金額の推定 ①

※平成29年度にカワウ胃内容物調査を行っている都府県から得られたデータより集計

季節別胃内容物重量割合



【参考】被害を与えるカワウによる捕食金額の推定 ②

被害金額の推定

カワウの飛来数×飛来日数×１日あたりの捕食重量×魚種別単価

※飛来数：内水面漁業に被害を与えるカワウ個体数
※飛来日数：365日
※１日あたりの捕食重量：約500g（胃内容物調査より）
※魚種別単価：胃内容物1㎏に含まれる魚種別重量比に単価を乗じて

1㎏あたりの捕食金額を算出

被害を与えるカワウによる捕食被害金額の推定結果（暫定値）

※全国の内水面において被害を与えるカワウが１年間に捕食した
であろう魚を金額に換算したもの。
※推定されたカワウによって捕食された魚全てが、人間に利用さ
れるべきものであったとは言えない。
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予算配分

令和４年度予算配分方針

➢ カワウ対策は、広い関係者が連携して計画的に実施することが重要
➢ 平成29年度予算から、都道府県のカワウ対策等の状況を評価し、その結果に応じて希望額に近い予算額を配分



「両クチバシ」と「両脚」の着色

やむを得ず同行できない場合

不正防止

内水面水産資源被害対策事業
カワウ捕獲確認マニュアル（令和３年４月全国内水面漁業協同組合連合会）

基本原則

カワウの駆除・捕獲

確認者が同行

現地確認 書類・現物確認 書類確認

捕獲羽数に応じて支払い
１羽あたり5000円

（日当、消耗品費も含む）

日当制など定額で
支払う場合

捕獲羽数に応じて
支払う場合

★確認者とは

・漁協・漁連の職員
・漁協・漁連の理事・監事
・組合長が認めた組合員
・地方自治体職員

着色

着色

写真、報告書を「確認者」に提出



効率的なカワウ対策



ドローン活用

➢ 内水面漁業者等がカワウ被害対策にドローンを利用する場合の基本的な注意事項や遵守事項を整理した指導指針（平成27
年12月10日制定・平成29年３月31日一部改正・令和２年９月16日一部改正）を策定。

➢ 内水面漁業者向けマニュアル作成
「Let’sドローンでカワウ対策【基礎編】」、「Let’sドローンでカワウ対策Vol.2【自立飛行&ビニルテープ張り編】」
｢Let’sドローンでカワウ対策Vol.3【ドライアイス投入&赤外線撮影編】｣



鳥獣被害防止総合対策交付金 【令和４年度予算概算決定額 12,056（12,050）百万円】（このうち鳥獣被害対策推進枠 2,053（1,045）百万円）
（令和３年度補正予算額（所要額）4,000百万円）


